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３

給
付
に
関
す
る
規
定

日
本
国
の
実
施
機
関
は
、
日
本
国
の
法
令
に
よ
る

給
付
を
受
け
る
権
利
の
取
得
の
た
め
の
要
件
を
満
た

す
た
め
に
十
分
な
保
険
期
間
を
有
し
な
い
者
に
つ
い

て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
法
令
に
よ
る
保
険
期
間
を
考
慮

す
る
。（
第
一
二
条
関
係
）

第
一
二
条
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
日
本
国
の
給
付

を
受
け
る
権
利
が
確
立
さ
れ
る
場
合
に
日
本
国
の
実

施
機
関
が
用
い
る
当
該
給
付
の
額
の
計
算
の
方
法

等
、
日
本
側
に
の
み
適
用
さ
れ
る
特
別
の
事
項
に
つ

い
て
定
め
る
。（
第
一
三
条
〜
第
一
五
条
関
係
）

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
実
施
機
関
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
法

令
に
よ
る
十
分
な
保
険
期
間
を
累
積
し
て
い
な
い
こ

と
を
理
由
と
し
て
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
し
な
い

者
に
つ
い
て
、
日
本
国
の
法
令
に
よ
る
保
険
期
間
を

考
慮
す
る
。
ま
た
、
こ
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
フ
ィ

リ
ピ
ン
の
給
付
を
受
け
る
権
利
が
確
立
さ
れ
る
場
合

に
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
実
施
機
関
が
用
い
る
当
該
給
付
の

額
の
計
算
の
方
法
等
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
に
の
み
適
用

さ
れ
る
特
別
の
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
。（
第
一
六
条

関
係
）

４

雑
則一

方
の
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
等
か
ら
他
方

の
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
等
に
伝
達
さ
れ
た
個

人
に
関
す
る
情
報
は
、
こ
の
協
定
を
実
施
す
る
目
的

の
た
め
に
の
み
使
用
し
、
個
人
情
報
の
秘
密
の
保
護

の
た
め
の
法
律
及
び
規
則
に
よ
り
規
律
さ
れ
る
。（
第

二
〇
条
関
係
）

協
定
の
解
釈
等
に
つ
い
て
の
意
見
の
相
違
は
、
両

締
約
国
間
の
協
議
に
よ
り
解
決
す
る
。（
第
二
二
条
関

係
）協

定
は
、
効
力
発
生
前
に
給
付
を
受
け
る
権
利
を

確
立
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
協
定
の
実
施
に
当

た
っ
て
は
、
協
定
の
効
力
発
生
前
の
保
険
期
間
等
に

つ
い
て
も
考
慮
す
る
。
協
定
の
効
力
発
生
前
か
ら
一

方
の
締
約
国
内
で
就
労
し
て
い
た
者
に
つ
い
て
は
、

協
定
の
効
力
発
生
の
日
に
派
遣
の
期
間
又
は
自
営
活

動
の
期
間
が
開
始
し
た
も
の
と
み
な
す
。（
第
二
五
条

関
係
）

協
定
は
、
両
締
約
国
が
、
効
力
発
生
に
必
要
な
そ

れ
ぞ
れ
の
憲
法
上
の
要
件
が
満
た
さ
れ
た
旨
を
相
互

に
通
告
す
る
外
交
上
の
公
文
を
交
換
し
た
月
の
後
三

箇
月
目
の
月
の
初
日
に
効
力
を
生
ず
る
。
い
ず
れ
の

締
約
国
も
、
外
交
上
の
経
路
を
通
じ
て
他
方
の
締
約

国
に
対
し
書
面
に
よ
り
こ
の
協
定
の
終
了
の
通
告
を

行
う
こ
と
が
で
き
、
協
定
は
、
終
了
の
通
告
を
受
領

し
た
月
の
後
一
二
箇
月
目
の
月
の
末
日
ま
で
効
力
を

有
す
る
。（
第
二
六
条
及
び
第
二
七
条
関
係
）

十
四

限
定
提
供
デ
ー
タ
を
保
有
す
る
事
業
者
（
以
下
「
限
定
提
供
デ
ー
タ
保
有
者
」
と
い
う
。）か
ら
そ
の
限
定

提
供
デ
ー
タ
を
示
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
で
、
又
は
そ
の
限
定
提
供
デ
ー
タ
保
有

者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
で
、
そ
の
限
定
提
供
デ
ー
タ
を
使
用
す
る
行
為
（
そ
の
限
定
提
供
デ
ー
タ
の
管
理
に

係
る
任
務
に
違
反
し
て
行
う
も
の
に
限
る
。）又
は
開
示
す
る
行
為

不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
三
十
年
五
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

法
律
第
三
十
三
号

不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
不
正
競
争
防
止
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

不
正
競
争
防
止
法
（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
四
号
中
「
不
正
取
得
行
為
」
を
「
営
業
秘
密
不
正
取
得
行
為
」
に
、「
以
下
同
じ
」
を
「
次
号
か

ら
第
九
号
ま
で
、
第
十
九
条
第
一
項
第
六
号
、
第
二
十
一
条
及
び
附
則
第
四
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
」
に
改
め
、

同
項
第
五
号
及
び
第
六
号
中
「
不
正
取
得
行
為
」
を
「
営
業
秘
密
不
正
取
得
行
為
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
保

有
者
」
を
「
営
業
秘
密
保
有
者
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
及
び
第
九
号
中
「
不
正
開
示
行
為
」
を
「
営
業
秘
密
不
正

開
示
行
為
」
に
改
め
、
同
項
中
第
十
六
号
を
第
二
十
二
号
と
し
、
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を
六
号
ず
つ
繰
り

下
げ
、
同
項
第
十
二
号
中
「
若
し
く
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
行
」
を「
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
行
若
し
く
は
情
報
の
処
理
」

に
、「
若
し
く
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
記
録
」
を
「
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
そ
の
他
の
情
報
の
記
録
」
に
、「
若
し
く
は
当
該
機
能
」

を
「
、
当
該
機
能
」
に
、「
含
む
。）を
」
を
「
含
む
。）若
し
く
は
指
令
符
号
を
」
に
、「
又
は
当
該
機
能
を
有
す
る
プ
ロ

グ
ラ
ム
」
を
「
若
し
く
は
当
該
機
能
を
有
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
若
し
く
は
指
令
符
号
」
に
改
め
、「
限
る
。）」の
下
に「
又

は
影
像
の
視
聴
等
を
当
該
技
術
的
制
限
手
段
の
効
果
を
妨
げ
る
こ
と
に
よ
り
可
能
と
す
る
役
務
を
提
供
す
る
行
為
」

を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
十
八
号
と
し
、
同
項
第
十
一
号
中
「
に
影
像
若
し
く
は
音
の
視
聴
若
し
く
は
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
実
行
」
を
「
に
影
像
若
し
く
は
音
の
視
聴
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
行
若
し
く
は
情
報
（
電
磁
的
記
録（
電
子
的
方
式
、

磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子

計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。）に
記
録
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
、
次
号
及

び
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
処
理
」
に
、「
若
し
く
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
記
録
」
を
「
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
そ
の
他
の
情
報

の
記
録
」
に
、「
制
限
さ
れ
て
い
る
影
像
若
し
く
は
音
の
視
聴
若
し
く
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
行
」
を
「
制
限
さ
れ
て
い

る
影
像
若
し
く
は
音
の
視
聴
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
行
若
し
く
は
情
報
の
処
理
」
に
、「
若
し
く
は
当
該
機
能
」
を

「
、
当
該
機
能
」
に
、「
含
む
。）を
」
を
「
含
む
。）若
し
く
は
指
令
符
号
（
電
子
計
算
機
に
対
す
る
指
令
で
あ
っ
て
、

当
該
指
令
の
み
に
よ
っ
て
一
の
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）を
」
に
、「
又
は

当
該
機
能
を
有
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
「
若
し
く
は
当
該
機
能
を
有
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
若
し
く
は
指
令
符
号
」
に
改

め
、「
限
る
。）」
の
下
に
「
又
は
影
像
の
視
聴
等
を
当
該
技
術
的
制
限
手
段
の
効
果
を
妨
げ
る
こ
と
に
よ
り
可
能
と
す

る
役
務
を
提
供
す
る
行
為
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
十
七
号
と
し
、
同
項
第
十
号
の
次
に
次
の
六
号
を
加
え
る
。

十
一

窃
取
、
詐
欺
、
強
迫
そ
の
他
の
不
正
の
手
段
に
よ
り
限
定
提
供
デ
ー
タ
を
取
得
す
る
行
為
（
以
下
「
限
定

提
供
デ
ー
タ
不
正
取
得
行
為
」
と
い
う
。）又
は
限
定
提
供
デ
ー
タ
不
正
取
得
行
為
に
よ
り
取
得
し
た
限
定
提
供

デ
ー
タ
を
使
用
し
、
若
し
く
は
開
示
す
る
行
為

十
二

そ
の
限
定
提
供
デ
ー
タ
に
つ
い
て
限
定
提
供
デ
ー
タ
不
正
取
得
行
為
が
介
在
し
た
こ
と
を
知
っ
て
限
定
提

供
デ
ー
タ
を
取
得
し
、
又
は
そ
の
取
得
し
た
限
定
提
供
デ
ー
タ
を
使
用
し
、
若
し
く
は
開
示
す
る
行
為

十
三

そ
の
取
得
し
た
後
に
そ
の
限
定
提
供
デ
ー
タ
に
つ
い
て
限
定
提
供
デ
ー
タ
不
正
取
得
行
為
が
介
在
し
た
こ

と
を
知
っ
て
そ
の
取
得
し
た
限
定
提
供
デ
ー
タ
を
開
示
す
る
行
為
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